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（第４面） 

４．収集運搬業務の具体的な計画（車両毎の用途、収集運搬業務を行う時間、休業日及び従業員数を

含む。） 

 

 

○ 車両毎の用途 

      

（例） 

   バンで運搬・・・・・・・「ばいじん」 

 

 

 

      

   

 

 

 

 

 

○ 収集運搬業務を行う時間 

  （例）営業日：月～土曜日（８：００～１６：００） 

     休業日：日曜日及び祝日 

 

 

 

 

 

 

 

 

従業員数の内訳 

                             平成○○年□□月△△日現在 

申請者又は申

請者の登記上

の役員 

政令第 6条の 10で 

準用する第4条の7 

に規定する使用人 

相談役、顧問等 

申請者の登記 

外の役員 

 

事務員 

 

 

運転手 

 

作業員 

 

その他 

 

 

合 計 

 

４人 １人 ０人 ０人 
３人 

（１人） 
０人 ０人 ８人 

 

・水銀含有ばいじん等については、水銀の飛散流出防止措置、混合防止措置、高温防止措置 

の措置が取れる車両を記載してください。 

・車検証の備考欄に「土砂等以外のものとする」と記載されている車両で「がれき類」、「鉱さい」、

「石炭がら」及び「砂利（砂及び玉石を含む）又は砕石をアスファルト又はセメントにより安定処

理したもの」を運搬することはできません。 

・「役員」の欄には、役員の人数を記載してください（監査役も役員です）。 

・役員や使用人、その他の職種を同一の方が兼ねている場合は、（ ）書きで、その

人数を記載してください。 


